
河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金交付要綱 

平成３１年３月２８日 

河内長野市要綱第３２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、河内長野市の観光及び産業振興に寄与し、交流人口

の増加及び地域経済の活性化に資するため、市内の観光関連施設、商

工・農業施設等（以下「観光関連施設等」という。）の周遊を目的とし

た事業に対し、予算の範囲内において河内長野市観光ツアー造成支援事

業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、河内長野

市補助金交付規則（平成１４年河内長野市規則第１８号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第６条の４第１項に規定する旅

行業者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当

する場合は、補助金交付の対象としない。 

(1) 河内長野市暴力団排除条例第２条第１号から第３号までに規定す

る者 

(2) 特定の政治活動又は宗教活動を目的とした団体 

(3) その他市長が適当でないと認める団体 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、



補助対象者が実施する次の各号に掲げる全ての条件を満たす募集型企

画旅行（以下「ツアー」という。）であること。 

(1) 参加者が１０名以上であること。ただし、乗務員及び添乗員を除く。 

(2) 河内長野市内の観光関連施設等の施設を２箇所以上利用すること。 

(3) ツアーの参加者に対するアンケートを実施すること。 

(4) 特定の政治活動又は宗教活動を目的とした旅行ではないこと。 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 

(1) １ツアーにつき、日帰りの場合は５０，０００円、河内長野市内

の宿泊施設に宿泊する場合は１００，０００円とする。 

(2) 河内長野市内の飲食店を利用したツアー参加者の飲食費用及び河

内長野市内で購入した商品をツアー参加者に配布する場合における

当該商品の購入費用。ただし、１ツアーにつき２０，０００円を上限

とする。 

２ 同一年度内における同一補助対象者に対する補助金の交付は、３回を

上限とする。 

（申請の手続） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、河内長野市観光ツアー造成

支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、ツアー

催行日から起算して３０日前までに市長に提出しなければならない。 

（交付決定の通知等） 

第６条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、これを審査

の上、補助金の交付の可否を決定し、河内長野市観光ツアー造成支援事



業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）を補助金の交付の申

請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。 

（変更交付申請） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、 

河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金変更承認申請書（様式第３号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、これを審査

の上、変更承認の可否を決定し、河内長野市観光ツアー造成支援事業補

助金変更承認（不承認）通知書（様式第４号）を補助事業者に通知する

ものとする。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、事業が完了した時は、事業完了日から６０日を経

過する日又は事業の完了した日の属する年度の翌年度の４月２０日ま

でのうちいずれか早い日までに、河内長野市観光ツアー造成支援事業実

績報告書（様式第５号）に関係書類を添えて市長に提出し、その審査を

受けなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、そ

の内容を審査した上で補助金の額を確定し、河内長野市観光ツアー造成

支援事業補助金額確定通知書（様式第６号）により補助事業者に通知す

るものとする。 



（交付の請求） 

第１０条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業

者は、河内長野市観光ツアー造成支援事業補助金請求書（様式第７号）

により、市長に請求するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めら

れるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受け、又は受けよう

としたとき。 

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

(3) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。 

(4) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当である

と認められるとき。 

 （補助金の返還） 

第１２条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合

において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事

業者にその返還を命ずることができる。 

（関係書類の整備） 

第１３条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿

及び証拠書類を整備し、事業完了年度の翌年度から起算して５年間保管

しなければならない。 

（補則） 



第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則（令和２年７月３０日要綱第４１号） 

この要綱は、公布の日から施行し、令和２年５月２５日から適用する。 

  附 則（令和３年１０月２９日要綱第４５号） 

この要綱は、交付の日から施行する。 

  附 則（令和４年３月２８日要綱第１９号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則（令和４年７月１９日要綱第４２号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 


